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第 1 特殊形態の給油取扱所の概要 

根拠条文 危政令 

○ 危政令第 17 条第 3 項 

次に掲げる給油取扱所については、危政令第 17 条第 1 項、第 2 項に掲げ

る基準の特例【危規則第 26 条〜第 27 条・第 27 条の 3〜第 27 条の 5】

（第 5 号に掲げるものにあっては、第 1 項に掲げる基準の特例に限る）

を定めることができる。 

一 飛行場で航空機に給油する給油取扱所 

二 船舶に給油する給油取扱所 

三 鉄道又は軌道によって運行する車両に給油する給油取扱所 

四 圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガス【危規則第 27 条の 2】を

内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんするための

設備を設ける給油取扱所（第 6 号に掲げるものを除く。） 

五 電気を動力源とする自動車等に水素を充塡するための設備を設ける給

油取扱所（第 6 号に掲げるものを除く。） 

六 総務省令で定める自家用の給油取扱所【危規則第 28 条】 

 

○ 危政令第 17 条第 4 項 

第 4 類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール又はこれらを含有

するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、

総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例【危規則第 28 条の 2～第

28 条の 2 の 3】を定めることができる。 

 

○ 危政令第 17 条第 5 項 

顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替

えさせる給油取扱所として総務省令【危規則第 28 条の 2 の 4】で定める

もの（危政令第 27 条第 6 項第 1 号及び第 1 号の 3 において「顧客に自ら

給油等をさせる給油取扱所」という。）については、総務省令で、危政令

第 17 条第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項に掲げる基準を超える特例【危

規則第 28 条の 2 の 5〜第 28 条の 2 の 8】を定めることができる。 

 

※ これらの給油取扱所については、危政令第 17 条第 1 項、第 2 項の基本形

態の給油取扱所に対し特殊な取扱形態の給油取扱所として、その実態を

勘案して、以上の特例が定められている。 
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第 2 航空機給油取扱所の特例基準 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 26 条（航空機給油取扱所の基準の特例） 

１ 危政令第 17 条第 3 項第 1 号に掲げる給油取扱所（以下「航空機給油取扱

所」という。）に係る危政令第 17 条第 3 項の規定による同条第 1 項（屋

外給油取扱所）及び第 2 項（屋内給油取扱所）に掲げる基準の特例は、

この条に定めるところによる。 

 

２ 航空機給油取扱所については、危政令第 17 条第 1 項第 1 号、第 2 号、第

4 号（給油空地に係る部分に限る。）、第 5 号（給油空地に係る部分に限

る。）、第 7 号ただし書き、第 9 号、第 10 号（給油ホースの長さに係る部

分に限る。）及び第 19 号の規定は、適用しない。 

 

３ 前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとす

る。 

一 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。 

イ 固定給油設備 

ロ 給油配管等（給油配管（燃料を移送するための配管）及び当該給油 

配管の先端部に接続するホース機器） 

ハ 給油配管及び給油ホース車（給油配管の先端部に接続するホース機

器を備えた車両をいう。 

ニ 給油タンク車 

一の二 航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に

掲げる要件に適合するものを保有すること。 

ホ 航空機（給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあって

は、航空機及び給油タンク車）が当該空地からはみ出さず、かつ、

安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。 

ヘ 給油設備が固定給油設備、給油配管等又は給油配管及び給油ホース

車である航空機給油取扱所にあっては、固定給油設備又は給油配管

の先端部の周囲に設けること。 

二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための危規則第 24 条の 16

の例による舗装をすること。 

三 第 1 号の 2 の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険

物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる

要件に適合する措置を講ずること。 

イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。 
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ロ 当該航空機給油取扱所の給油設備の 1 つから告示で定める数量【危

告示第 4 条の 51】の危険物が漏えいするものとした場合において、

当該危険物が第 1 号の 2 の空地以外の部分に流出せず、火災予防上

安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。ただし、漏れ

た危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置

が講じられている場合は、この限りでない。 

ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場

合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあっては、

当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが航空機給油取扱所外

に排出されること。 

四 給油設備が固定給油設備である航空機給油取扱所は、次によること。 

イ 地下式（ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下

この号において同じ。）の固定給油設備を設ける場合には、ホース

機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。 

ロ 固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの

配管以外のものは、危政令第 9 条第 1 項第 21 号に掲げる製造所の

危険物を取り扱う配管の例によるものであること。 

ハ 地下式の固定給油設備（ポンプ機器とホース機器とが分離して設置

されるものに限る。）を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給

油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯

蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止める

ことができる装置を設けること。 

五 給油設備が給油配管等である航空機給油取扱所は、次によること。 

イ 給油配管には、先端部に弁を設けること。 

ロ 給油配管は、危政令第 9 条第 1 項第 21 号に掲げる製造所の危険物

を取り扱う配管の例によるものであること。 

ハ 給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適

当な防水の措置を講ずること。 

ニ 給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等

火災予防上安全な構造とすること。 

ホ 給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に

蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。 

ヘ 航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯

蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めること

ができる装置を設けること。 

六 給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前
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号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。 

イ 給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。 

ロ 給油ホース車には、危規則第 24 条の 6 第 3 項第 1 号及び第 2 号の

装置を設けること。 

ハ 給油ホース車のホース機器は、危規則第 24 条の 6 第 3 項第 3 号、

第 5 号本文及び第 7 号に掲げる給油タンク車の給油設備の例による

ものであること。 

ニ 給油ホース車の電気設備は、危政令第 15 条第 1 項第 13 号に掲げる

移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。 

ホ 給油ホース車のホース機器には、航空機と電気的に接続するための

導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有

効に除去する装置を設けること。 

 

○ 危規則第 24 条の 6（給油タンク車の基準の特例） 

１ 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移

動タンク貯蔵所（以下この条、第 26 条、第 26 条の 2、第 40 条の 3 の 7

及び第 40 条の 3 の 8 において「給油タンク車」という。）に係る危政令

第 15 条第 3 項の規定による同条第 1 項に掲げる基準の特例は、この条の

定めるところによる。 

 

２ 給油タンク車については、危政令第 15 条第 1 項第 15 号の規定は、適用

しない。 

 

３ 前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。 

一 給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する

装置を設けること。 

二 給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できな

い装置を設けること。 

三 給油設備は、次に定める構造のものであること。 

イ 配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の 1.5 倍以上の圧

力で 10 分間水圧試験を行ったとき漏えいその他の異常がないもの

であること。 

ロ 給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することがで

きる構造とすること。 

ハ 外装は、難燃性を有する材料で造ること。 

四 給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯
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蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設け

ること。 

五 給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設ける

とともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油

口に緊結できる結合金具（真ちゅうその他摩擦等によって火花を発し

難い材料で造られたものに限る。）を設けること。ただし、航空機の燃

料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動

開閉装置を備えた給油ノズル（手動開閉装置を開放状態で固定する装

置を備えたものを除く。危規則第 40 条の 3 の 7 において同じ。）を設

ける場合は、この限りでない。 

六 給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去す

る装置を設けること。 

七 給油ホースは、最大常用圧力の 2 倍以上の圧力で水圧試験を行ったと

き漏えいその他の異常がないものであること。 

八 船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著

しい引張力が加わったときに当該給油タンク車（当該給油ホースを除

く。）に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による

危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。 

 

○ 危規則第 24 条の 16（給油空地及び注油空地の舗装） 

危政令第 17 条第 1 項第 4 号（同条第 2 項においてその例による場合を含

む。）の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とす

る。 

一 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によって劣化し、若しくは変

形するおそれがないものであること。 

二 当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するお

それがないものであること。 

三 耐火性を有するものであること。 
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表 2-1 形態による区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 直接給油方式 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 ハイドラント方式 

 

 

 

 

 

 

 

専用タンク（地下タンク） 固定給油設備による給油 

固定給油設備による給油 
屋外タンク貯蔵所 
屋内タンク貯蔵所 
地下タンク貯蔵所 

専用タンク（地下タンク） ホース機器を設けた給油 

ホース機器を設けた給油 
屋外タンク貯蔵所 
屋内タンク貯蔵所 
地下タンク貯蔵所 

航
空
機
給
油
取
扱
所 

直接給油方式 

ハイドラント方式 

給油ホース車 

（サービサー）方式 

給油タンク車 

（レフューラー）方式 

（規則第26条第3項第4号） 

（規則第 26条第 3項第 5号） 

（規則第 26 条第 3項第 6号） 

地上式固定給油設備により給油 

貯蔵タンクから、ポンプ設備により
専用給油配管にて給油 

ハイドラント方式のうち、給油ホー

スのないものについては給油ホー

ス設備及びフィルター等を積載し

た車両（サービサー）により給油す

る。ただし、サービサーには加圧装

置は設置されていない。 

車両に専用タンク、ポンプ設備、フィ

ルター及びホース設備（ホースリー

ル）等を有するレフューラー（移動タ

ンク貯蔵所として規制）により、ホー

スを延長してポンプより燃料を圧送

する。 

（規則第 24 条の 6） 
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図 2-3 給油ホース車（サービサー方式） 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 給油タンク車（レフューラー）方式 

 

 

 

 

※      は、一の航空機給油所を示す。 

 

○ 危規則第 24 条の 6 第 3 項第 1 号に規定する「火炎の噴出を防止する装置」

は次のとおりとする。 

１ 火炎噴出防止装置の構造 

火炎噴出防止装置は、遠心式等給油タンク車の排気筒からの火炎及び

火粉の噴出を有効に防止できる構造であること。（＊） 

２ 火炎噴出防止装置の取付位置 

火炎噴出防止装置は、エンジン排気筒中に設けることとし、消音装置

を取り付けたものにあっては、消音装置より下流側に取り付けるこ

と。（＊） 

３ 火炎噴出防止装置の取付け上の注意 

(1) 火炎噴出防止装置本体及び火炎噴出防止装置と排気筒の継目から排気

の漏れがないこと。（＊） 

(2) 火炎噴出防止装置は、確実に取り付け、車両の走行等による振動によ

って有害な損傷を受けないものであること。（＊） 

(3) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

（平 成 15 年国土交通省告示第 1317 号）による改正後の道路運送車

両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619

号）第 41 条に基づく排出ガス規制（以下「平成 17 年排出ガス規制」

という。）に適合している場合には、これと同等以上の性能を有するも

のと認められる。なお、当該給油タンク車が当該規制に適合している

ことは、次のア又はイのいずれかにより確認する。（平成 19 年 3 月 29 日

屋外タンク貯蔵
所 

屋内タンク貯蔵

ローリー
充填の一
般取扱所 

移動タンク
貯蔵所（給
油タンク

給油タンク車に

よる給油 

専用タンク（地下タンク） 給油ホース車による給油 

給油ホース車による給油 
屋外タンク貯蔵所 
屋内タンク貯蔵所 
地下タンク貯蔵所 
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消防危第 68 号「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」問 2） 

ア 道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 62 条に基づく車検

証、又は、東京国際空港制限区域安全管理規程第 48 条に基づく車検

証に平成 17 年排出ガス規制の適合車である型式が示されているこ

よ。 

イ 平成 17 年排出ガス規制に適合した排出ガス浄化装置を設置している

旨の表示を車両の見やすい位置に掲示していること。 

 

○ 航空機給油取扱所で使用されている給油タンク車及び給油ホース車につい

て、危政令第 15 条第 1 項第 13 号（危規則第 26 条第 3 項第 6 号二において

その例による場合を含む。）、危規則第 24 条の 6 第 3 項第 2 号、第 4 号及び

第 5 号（危規則第 26 条第 3 項第 6 号ハにおいてその例による場合を含

む。）並びに危規則第 26 条第 3 項第 6 号ロ（第 24 条の 6 第 3 項第 2 号の装

置に限る。）の基準に一部不適合となるものがあり、これを計画的に改修す

るには 3 年程度を要する状況で、この間、給油作業を常時 2 名以上で実施

し、給油中の漏えい等異常の発生、給油終了時の給油ホースの格納等の給

油時における監視を行い、緊急時におけるポンプ停止等の措置についても

迅速に対応できる体制をとることとした場合、基準の特例を適用し、改修

を猶予することとして差し支えない。(平成 2 年 3 月 31 日消防危第 28 号「危険

物規制事務に関する執務資料の送付について」問 4) 

 

○ 「漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができる措置」とは、

当該給油取扱所に油流出防止に必要な土のう又は油吸着材等を有効に保有

していることをいう。(平成元年 3 月 3 日消防危第 15 号通知「給油取扱所にかか

る危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の運用について」第 5) 

 

○ 空港の場内排水が直接空港敷地内の貯水池に入り、他に流出することがな

い場合であっても、排水溝及び油分離装置を設けること。(平成元年 5 月 10

日消防危第 44 号「質疑」問 53) 

 

○ 危規則第 26 条第 3 項に規定する要件を満たせば、航空機に直接給油するた

めの必要な空地は、エプロン全体とすることができる。(平成元年 5 月 10 日

消防危第 44 号「質疑」問 53) 

 

○ 自衛隊の緊急発進用航空機格納庫内に収納されている航空機の燃料タンク

に、格納庫外に停車している給油タンク車に設けられた給油設備を用いて
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直接給油を行う施設は、出入りする側に壁が設けられており、危政令第 17

条第 2 項第 9 号の規定に適合していないが、下記の要件に適合している場

合は、当該規定に危政令第 23 条を適用し、航空機給油取扱所として許可で

きる。(平成 17 年 12 月 19 日消防危第 295 号「質疑」問 3) 

１ 航空機の出入りする側は格納庫の前後に設けることとし、開口率は出入

りする側の見付面積のそれぞれ 50％以上とする。 

２ 屋外の安全な場所に給油タンク車が停車し、かつ、直接給油するために

必要な空地を確保し、当該場所を標示する。 

３ 第 3 種泡消火設備又は第 3 種粉末消火設備(移動式のものを含む。)を格

納庫と給油タンク車を包含するように設ける。 

４ 自動火災報知設備を設ける。 

５ 給油作業中は格納庫の前後の航空機の出入りする側をすべて開放状態と

する。 

６ 給油タンク車を定められた場所に停車させる。 

７ 給油タンク車の給油設備により航空機の燃料タンクに危険物を給油する

ときは当該燃料タンクと給油ホースを緊結する。 

 

参照 

○ 「建築物の屋上に設置する航空機給油取扱所」－別記 30「建築物の屋上に

設置する航空機給油取扱所」 
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第 3 船舶給油取扱所の特例基準 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 26 条の 2（船舶給油取扱所の基準の特例） 

１ 危政令第 17 条第 3 項第 2 号に掲げる給油取扱所（以下、「船舶給油取扱

所」という。）に係る危政令第 17 条第 3 項の規定による同条第 1 項及び

第 2 項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 

 

２ 船舶給油取扱所については、危政令第 17 条第 1 項 1 号、第 2 号、第 4 号

（給油空地に係る部分に限る。）、第 5 号（給油空地に係る部分に限

る。）、第 7 号ただし書き、第 9 号、第 10 号（給油ホースの長さに係る部

分に限る。）及び第 19 号の規定は、適用しない。 

 

３ 前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとす

る。 

一 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とするこ

と。ただし、引火点が 40℃以上の第 4 類の危険物のみを取り扱う給油

設備は、給油タンク車（危規則第 24 条の 6 第 3 項第 5 号本文及び第 8

号に定める基準に適合するものに限る。）とすることができる。 

一の二 船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げ

る要件に適合するものを保有すること。 

イ 係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有す

ること。 

ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。（給油設

備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。） 

ハ 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあっては、当該給

油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。 

二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための危規則第 24 条の 16

の例による舗装をすること。 

三 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険

物その他の液が当該空地以外の部分に流出しないように危規則第 26 条

第 3 項第 3 号の例による措置を講ずること。 

三の二 船舶給油取扱所には危険物が流出した場合の回収等の応急措置を

講ずるための設備を設けること。 

四 給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は危規則第 26 条第 3 項

第 4 号の規定の例によるものであること。 

五 給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、危政令第 26 条第 3 項
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第 5 号の規定の例によるものであること。 

六 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所には、静電気を有効に

除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しな

いようにするための措置を講ずること。 

 

留意事項 

○ 形態による区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 直接給油方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ハイドラント方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

船
舶
給
油
取
扱
所 

直接給油方式 

ハイドラント方式 

給油タンク車 

（レフューラー）方式 

（規則第26条の2第3項第四号） 

（規則第26条の2第3項第五号） 

（規則第26条の2第3項第六号） 

地上式固定給油設備により船舶へ給油 

貯蔵タンクから、ポンプ設備により
専用給油配管にて給油 

車両に専用タンク、ポンプ設備、フィ

ルター及びホース設備（ホースリー

ル）等を有するレフューラー（移動タ

ンク貯蔵所として規制）により、ホー

スを延長してポンプより燃料を圧送

する。 

専用タンク（地下タンク） 固定給油設備による給油 

固定給油設備による給油 
屋外タンク貯蔵所 
屋内タンク貯蔵所 
地下タンク貯蔵所 

専用タンク（地下タンク） ホース機器を設けた給油 

ホース機器を設けた給油 
屋外タンク貯蔵所 
屋内タンク貯蔵所 
地下タンク貯蔵所 
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３ 給油タンク車（レフューラー）方式 

 

 

 

 

※      は、一の船舶給油所を示す。 

 

○ 下記の条件でも移動タンク貯蔵所の給油管により直接船舶への給油は認め

られない。(昭和 52 年 4 月 19 日消防危第 71 号「船舶に対する給油について」) 

１ 給油場所の区画を明示する。 

２ 標識、掲示板の掲示 

３ 消火設備、五種消火設備とする。 

 

○ 専用タンクが複数ある場合の回収等の応急の措置を講ずるための設備とし

ての油吸着材の保有量は、最大タンク容量に応じた量とすること。(平成元

年 12 月 21 日消防危第 114 号「質疑」問 7) 

 

参照 

○ 「危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備」－平成

元年 3 月 3 日消防危第 15 号「給油取扱所に係る危険物の規制に関する政

令等の一部を改正する政令等の運用について」第 6 及び平成 20 年 5 月 22 

日消防危第 264 号「船舶給油取扱所の技術上の基準の運用について」 

○ 「給油タンク車を用いる船舶給油取扱所の技術上の基準」－平成 18 年 4 月

25 日消防危第 106 号「給油タンク車を用いる船舶給油取扱所の技術上の基

準に係る運用上の指針について」 

 

屋外タンク貯蔵
所 

屋内タンク貯蔵

ローリー
充填の一
般取扱所 

移動タンク
貯蔵所（給
油タンク

給油タンク車に

よる給油 
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第 4 鉄道給油取扱所の特例基準 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 27 条（鉄道給油取扱所の基準の特例） 

１ 危政令第 17 条第 3 項第 3 号に掲げる給油取扱所（以下、「鉄道給油取扱

所」という。）に係る危政令第 17 条第 3 項の規定による同条第 1 項及び

第 2 項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 

 

２ 鉄道給油取扱所については、危政令第 17 条第 1 項 1 号、第 2 号、第 4 号

（給油空地に係る部分に限る。）、第 5 号（給油空地に係る部分に限

る。）、第 7 号ただし書き、第 9 号、第 10 号（給油ホースの長さに係る部

分に限る。）及び第 19 号並びに同条第 2 項第 9 号及び第 10 号の規定は、

適用しない。 

 

３ 前項に定めるもののほか、鉄道給油取扱所の特例は、次のとおりとす

る。 

一 鉄道給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とするこ

と。 

一の二 鉄道給油取扱所には、鉄道又は軌道によって運行する車両に直接

給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有する

こと。 

イ 当該車両が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油す

ることができる広さを有すること。 

ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。 

二 前号の空地のうち危険物が漏れるおそれのある部分は、漏れた危険物

が浸透しないための危規則第 24 条の 16 の例による舗装をすること。 

三 第 1 号の 2 の空地には、可燃性蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物

その他の液体が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出しな

いように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。 

イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。 

ロ 当該鉄道給油取扱所の給油設備の 1 つから告示で定める数量の危険

物【危告示第 4 条の 51】が漏えいするものとした場合において、当

該危険物が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出せず、

火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。 

ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場

合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあっては、

当該危険物を雨水等が分離され、雨水等のみが鉄道給油取扱所外に
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排出されること。 

四 給油設備が固定給油設備である鉄道給油取扱所は、第 26 条第 3 項第 4

号の規定の例によるものであること。 

五 給油設備が給油配管等である鉄道給油取扱所は、第 26 条第 3 項第 5 号

の規定の例によるものであること。  

 

留意事項 

○ 形態による区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 直接給油方式 

 

 

 

 

 

 

 

２ ハイドラント方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

※      は、一の鉄道給油所を示す。 

鉄
道
給
油
取
扱
所 

直接給油方式 

ハイドラント方式 

（規則第27条第3項第四号） 

（規則第27条第3項第五号） 

地上式固定給油設備により鉄道へ給油 

貯蔵タンクから、ポンプ設備により専
用給油配管にて給油 

専用タンク 固定給油設備による給油 

固定給油設備による給油 
屋外タンク貯蔵所 
屋内タンク貯蔵所 
地下タンク貯蔵所 

専用タンク ホース機器を設けた給油 

ホース機器を設けた給油 
屋外タンク貯蔵所 
屋内タンク貯蔵所 
地下タンク貯蔵所 
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参照 

○ 「鉄道給油取扱所の基準」－平成元年 3 月 3 日消防危第 15 号「給油取扱所

に係る危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の運用につい

て」第 7 
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第 5 圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の特例基準（屋外） 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 27 条の 3（圧縮天然ガス等充填設備設置屋外給油取扱所の基準の

特例） 

１ 危政令第 17 条第 3 項第 4 号に掲げる給油取扱所（以下「圧縮天然ガス等

充填設備設置給油取扱所」という。）に係る危政令第 17 条第 3 項の規定

による同条第 1 項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによ

る。 

 

２ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、危政令第 17 条第 1

項第 16 号から第 18 号まで及び第 22 号の規定は、適用しない。 

 

３ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する

業務その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる次に

掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはなら

ない。この場合において、第 2 号、第 3 号及び第 6 号の用途に供する床

又は壁で区画された部分（給油取扱所の係員のみが出入するものを除

く。）の床面積の合計は、300 ㎡を超えてはならない。 

一 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充塡のための

作業場 

二 給油取扱所の業務を行うための事務所 

三 自動車等の点検・整備を行う作業場 

四 自動車等の洗浄を行う作業場 

五 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれ

らの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所 

六 消防法施行令別表第一 1 項、3 項、4 項、8 項、11 項から 13 項イま

で、14 項及び 15 項に掲げる防火対象物の用途（前各号に掲げるもの

を除く。） 

 

４ 前項の圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、

柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、

窓及び出入口（自動車等の出入口で、前項第 1 号、第 3 号及び第 4 号の

用途に供される部分を除く。）に防火設備を設けること。この場合におい

て、当該建築物の前項第 5 号の用途に供する部分は、開口部のない耐火

構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所

の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。 
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５ 前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの（第 3 項第 3 号

及び第 4 号の用途に供する部分を除く。）は、漏れた可燃性の蒸気がその

内部に流入しない危規則第 25 条の 4 第 5 項各号に掲げる構造としなけれ

ばならない。 

 

６ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設

備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第 2 号から第 6 号までに

定めるところにより設けなければならない。 

一 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合

燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備並びに圧縮天然ガ

ススタンド（一般高圧ガス保安規則第 2 条第 1 項第 23 号の圧縮天然ガ

ススタンドをいう。以下この項から第 8 項まで並びに第 28 条の 2 の 7

第 4 項及び第 5 項において同じ。）又は液化石油ガススタンド（液化石

油ガス保安規則第 2 条第 1 項第 20 号の液化石油ガススタンドをいう。

以下この項及び次項において同じ。）及び防火設備（一般高圧ガス保安

規則第 6 条第 1 項第 39 号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第 6

条第 1 項第 31 号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び

次項において同じ。） 

二 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合

燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備の位置、構造又は

設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。 

イ 自動車等の洗浄を行う設備 

第 25 条の 5 第 2 項第 1 号に定める基準 

ロ 自動車等の点検・整備を行う設備 

第 25 条の 5 第 2 項第 2 号に定める基準 

ハ 混合燃料油調合器 

第 25 条の 5 第 2 項第 3 号に定める基準 

ニ 尿素水溶液供給機 

第 25 条の 5 第 2 項第 4 号に定める基準 

ホ 急速充電設備第 

25 条の 5 第 2 項第 5 号に定める基準 

三 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行

う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素

水溶液供給機及び急速充電設備に収納する危険物の数量の総和は、指

定数量未満とすること。 

四 圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス
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配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によ

るほか、それぞれ次のとおりとすること。 

イ 圧縮機 

(1) 位置は、給油空地及び注油空地（以下この条及び第 27 条の 5 に

おいて「給油空地等」という。）以外の場所であること。 

(2) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるも

のにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に

圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。 

(3) 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。 

(4) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。 

ロ 貯蔵設備 

(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるとこ

ろによること。 

(2) 専用タンクの注入口及び第 25 条第 2 号に掲げるタンクの注入口

から 8ⅿ以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される

場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受け

ないための措置が講じられている場合にあっては、この限りでな

い。 

ハ ディスペンサー 

(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等にお

いてガスの充塡を行うことができない場所であること。 

(2) 充塡ホースは、自動車等のガスの充塡口と正常に接続されていな

い場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい 引張力が

加わった場合に当該充塡ホースの破断によるガスの漏れを防止す

る措置が講じられたものであること。 

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること 

ニ ガス配管 

(1) 位置は、イ（1）の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めると

ころによること。 

(2) 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、

自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限り

でない。 

(3) 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合は、接続

部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを

検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。 

(4) ガス導管から圧縮機へのガスの供給及び貯蔵設備からディスペン
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サーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設ける

こと。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の

災害に際し、速やかに操作することができ る箇所に設けるこ

と。 

五 液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充塡用ポンプ

機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、

当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペ

ンサー及びガス配管にあってはそれぞれ前号イ（（3）を除く。）、ロ、

ハ又はニ（（4）中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除

く。）の規定の例によることとし、受入設備及び充塡用ポンプ機器にあ

ってはそれぞれ次のとおりとすること。 

イ 受入設備 

(1) 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等

においてガスの受入れを行うことができない場所であること。 

(2) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。 

ロ 充塡用ポンプ機器 

(1) 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。 

(2) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止する

ための措置を講ずること。 

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。 

六 防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定

によるほか、そのポンプ機器にあっては、次のとおりとすること。 

イ 位置は、第 4 号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。 

ロ 起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することがで

きる箇所に設けること。 

 

７ 第 3 項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充塡設備設置

給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。 

一 防火設備から放出された水が、給油空地等、危政令第 17 条第 1 項第

20 号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第 25 条第 2

号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を

講ずること。 

二 簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第 25 条第 2 号に掲げるタ

ンクの注入口から漏れた危険物が、前項第 4 号から第 6 号までに掲げ

る設備が設置されている部分（地盤面下の部分を除く。）に達すること

を防止するための措置を講ずること。 
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三 固定給油設備（懸垂式のものを除く。）、固定注油設備（懸垂式のもの

を除く。）及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置

を講ずること。 

四 簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガ

ススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼

を防止するための措置を講ずること。 

 

８ 第 6 項第 4 号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のす

べてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のう

ちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタン

ドのディスペンサー及びガス配管を給油空地（固定給油設備（懸垂式の

ものを除く。）のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下この

項、第 27 条の 5 第 7 項並びに第 28 条の 2 の 7 第 4 項及び第 5 項におい

て同じ。）に設置することができる。 

一 固定給油設備（ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガス

スタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下

この項並びに第 28 条の 2 の 7 第 4 項及び第 5 項において同じ。）の構

造及び設備は、次によること。 

イ 給油ホース（ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う

ものに限る。以下この号及び第 27 条の 5 第 7 項第 1 号において同

じ。）の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。 

ロ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル（ガソ

リン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下

この号及び第 27 条の 5 第 7 項第 1 号において同じ。）を設ける固定

給油設備は、次によること。 

(1) 給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に

給油を自動的に停止する構造のものとすること。 

(2) 第 25 条の 2 第 2 号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著し

い引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部

分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとす

ること。 

ハ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を

自動的に停止する構造のものとすること。 

ニ 1 回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量

が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものと

すること。 
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ホ 固定給油設備には、当該固定給油設備（ホース機器と分離して設置

されるポンプ機器を有する固定給油設備にあっては、ホース機器。

以下この号及び第 27 条の 5 第 7 項第 1 号において同じ。）が転倒し

た場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管か

らのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防

止するための措置を講ずること。 

二 固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール

等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充塡するた

めに自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサ

ー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための

措置を講ずること。 

三 火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油

取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危

険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。 

 

留意事項 

○ 形態による区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成 10 年 3 月 11 日消防危第 22 号第 1-2(1)ウ(イ)中の「防火設備を設置

することを要しないディスペンサー」とは、次のいずれかに該当するもの

をいう。 

１ 一般高圧ガス保安規則第 7 条第 2 項の圧縮天然ガススタンドのディスペ

ンサー 

２ 一般高圧ガス保安規則第 7 条第 1 項の圧縮天然ガススタンドのディスペ

ンサーに、一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について（平成 24

年 12 月 26 日付け 20121204 商局第 6 号別紙別添）31.防消火設備 4－4.2

（規則第27条の 3第 6項第四号） 
圧縮天然ガス等充填 

設備設置給油取扱所 

圧縮天然ガススタンド 

設置給油取扱所 

液化石油ガススタンド 

設置給油取扱所 

（規則第27条の3第6項第四十五号） 
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－(7)により追加の措置（同規則第 7 条第 2 項第 9 号）を講じたもの（平

成 29 年 3 月 31 日消防危第 71 号「質疑」問 1） 

 

○ 危政令第 17 条第 1 項第 4 号の漏れた危険物が浸透しないこと及び第 5 号の

漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液

体が当該給油空地以外の部分に流出しないことに適合する場合は、圧縮天

然ガススタンドのガス配管を設置するためのトレンチ又はガソリン等の漏

えい範囲を限定することを目的として溝を給油空地内に設けることができ

る（平成 29 年 3 月 31 日消防危第 71 号「質疑」問 2） 

 

参照 

○ 「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の技術上の基準の運用につい

て」－平成 10 年 3 月 11 日消防危第 22 号「圧縮天然ガス等充填設備設置給

油取扱所の技術上の基準にかかる運用上の指針について」 
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第 6 圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の特例基準（屋内） 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 27 条の 4（圧縮天然ガス等充填設備設置屋内給油取扱所の基準の

特例） 

 

１ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に係る危政令第 17 条第 3 項の規

定による同条第 2 項に掲げる基準の特例は、危規則第 27 条の 3 第 3 項、

第 6 項から第 8 項までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 

 

２ 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、危政令第 17 条第 2

項においてその例によるものとされる同条第 1 項第 16 号及び第 22 号並

びに同条第 2 項第 7 号及び第 9 号ただし書の規定は、適用しない。 

 

３ 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口（自動車等の

出入口で前条第 3 項第 1 号、第 3 号及び第 4 号の用途に供する部分に設

けるものを除く。）には、防火設備を設けなければならない。 

 

４ 危政令第 17 条第 2 項第 1 号の建築物は、建築物屋内給油取扱所の用に供

する部分の上部に上階を有しないものでなければならない。 

 

留意事項 

○ 形態による区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規則第 27 条の 4第 1項） 
圧縮天然ガス等充填 

設備設置屋内給油取扱所 

圧縮天然ガススタンド 

設置屋内給油取扱所 

液化石油ガススタンド 

設置屋内給油取扱所 

（規則第 27 条の 4第 1項） 
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第 7 圧縮水素充填設備設置給油取扱所の特例基準（屋外給油取扱所） 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 27 条の 5（圧縮水素充填設備設置給油取扱所の特例の基準） 

１ 危政令第 17 条第 3 項第 5 号に掲げる給油取扱所（水素を充塡するための

設備は、圧縮水素を充塡するための設備に限る。以下「圧縮水素充塡設

備設置給油取扱所」という。）に係る危政令第 17 条第 3 項の規定による

同条第 1 項に掲げる基準の特例は、第 27 条の 3 第 3 項から第 5 項までの

規定の例によるほか、この条の定めるところによる。この場合におい

て、同条第 3 項及び第 4 項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水

素」とする。 

 

２ 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所については、危政令第 17 条第 1 項第 7

号、第 8 号、第 16 号から第 18 号まで及び第 22 号の規定は、適用しな

い。 

 

３ 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油

設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置

に接続する原料タンク又は容量 10,000ℓ以下の第 25 条で定めるタンク

（以下この条において「専用タンク等」という。）を地盤面下に埋没して

設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただ

し、都市計画法第 8 条第 1 項第 5 号の防火地域及び準防火地域以外の地

域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量 600ℓ以下の簡易

タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに 1 個ずつ 3 個まで設け

ることができる。 

 

４ 前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク

等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならな

い。 

一 専用タンク等の位置、構造及び設備は、危政令第 13 条第 1 項（第 5

号、第 9 号（掲示板に係る部分に限る。）、第 9 号の 2 及び第 12 号を除

く。）、同条第 2 項（同項においてその例によるものとされる同条第 1

項第 5 号、第 9 号（掲示板に係る部分に限る。）、第 9 号の 2 及び第 12

号を除く。）又は同条第 3 項（同項においてその例によるものとされる

同条第 1 項第 5 号、第 9 号（掲示板に係る部分に限る。）、第 9 号の 2

及び第 12 号を除く。）に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの

位置、構造及び設備の例によるものであること。 
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二 簡易タンクの構造及び設備は、危政令第 14 条第 4 号及び第 6 号から第

8 号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備

の例によるものであること。 

 

５ 圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、

第 1 号に掲げるものとし、当該設備は、第 27 条の 3 第 6 項第 2 号、第 3

号及び第 6 号の規定の例によるほか、第 2 号及び第 3 号に定めるところ

により設けなければならない。この場合において、第 27 条の 3 第 6 項第

3 号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第 6 号中

「防火設備」とあるのは「第 27 条の 5 第 5 項第 1 号に規定する防火設備

又は温度の上昇を防止するための装置」とする。 

一 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合

燃料油調合器、尿素水溶液供給機、急速充電設備及び危険物から水素

を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド（一般高圧ガス保

安規則第 2 条第 1 項第 25 号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項か

ら第 7 項までにおいて同じ。）及び防火設備（同規則第 6 条第 1 項第

39 号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。）又は

温度の上昇を防止するための装置（同規則第 7 条の 3 第 2 項第 15 号、

第 19 号及び第 20 号の温度の上昇を防止するための装置をいう。次項

において同じ。） 

二 危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基

準は、危政令第 9 条第 1 項第 12 号から第 16 号まで、第 18 号、第 21

号及び第 22 号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。 

イ 危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突する

おそれのない屋外に設置すること。 

ロ 改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するた

めの改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。 

ハ ポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇す

ることを防止するための措置を講ずること。 

ニ 危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量

は、指定数量の 10 倍未満であること。 

三 圧縮水素スタンドの改質装置（前号に掲げる改質装置を除く。以下こ

の号において同じ。）、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス

蒸発器、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、液化水素配管及びガス配

管並びに液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構

造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞ
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れ次のとおりとすること。 

イ 改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定

の例によること。 

ロ 液化水素の貯槽には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ず

ること。 

ハ 液化水素昇圧ポンプには、自動車等の衝突を防止するための措置を

講ずること。 

ニ 送ガス蒸発器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずる

こと。 

ホ 圧縮機 

(1) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるも

のにあっては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に

圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。 

(2) 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。 

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。 

ヘ 蓄圧器には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。 

ト ディスペンサー 

(1) 位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等におい

て圧縮水素の充塡を行うことができない場所であること。 

(2) 充塡ホースは、自動車等のガスの充塡口と正常に接続されていな

い場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加

わった場合に当該充塡ホースの破断によるガスの漏れを防止する

措置が講じられたものであること。 

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。 

(4) 自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものと

すること。 

チ 液化水素配管及びガス配管 

(1) 位置は、給油空地等以外の場所とするほか、(2)に定めるところ

によること。 

(2) 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、

自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限り

でない。 

(3) 液化水素配管又はガス配管から火災が発生した場合に給油空地等

及び専用タンク等の注入口への延焼を防止するための措置を講ず

ること。 

(4) 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接
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続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れ

を検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。 

(5) 蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止すること

ができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動

装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができ

る箇所に設けること。 

リ 液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備 

(1) 位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等におい

て液化水素又はガスの受入れを行うことができない場所であるこ

と。 

(2) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。 

 

６ 第 3 項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充塡設備設置給油取

扱所の特例は、次のとおりとする。 

一 改質装置、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧

縮機及び蓄圧器と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口

との間に障壁を設けること。 

二 防火設備又は温度の上昇を防止するための装置から放出された水 が、

給油空地等、危政令第 17 条第 1 項第 20 号に規定するポンプ室等及び

専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ず

ること。 

三 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口

から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための

措置を講ずること。 

四 固定給油設備（懸垂式のものを除く。）、固定注油設備（懸垂式のもの

を除く。）及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置

を講ずること。 

五 簡易タンクを設ける場合には、圧縮水素スタンドの設備から火災が発

生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずるこ

と。 

六 液化水素の貯槽を設ける場合には、固定給油設備又は固定注油設備か

ら火災が発生した場合にその熱が当該貯槽に著しく影響を及ぼすおそ

れのないようにするための措置を講ずること。 

 

７ 第 5 項第 3 号ト(1)及びチ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置の全

てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうち
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ホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのデ

ィスペンサー及びガス配管を給油空地に設置することができる。 

一 固定給油設備（ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮水素スタ

ンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この

項において同じ。）の構造及び設備は、次によること。 

イ 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けるこ

と。 

ロ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設け

る固定給油設備は、次によること。 

(1) 給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に

給油を自動的に停止する構造のものとすること。 

(2) 第 25 条の 2 第 2 号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著し

い引張力が加わったときに安全に分離するとともに、分離した部

分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとす

ること。 

ハ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を

自動的に停止する構造のものとすること。 

ニ 1 回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量

が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものと

すること。 

ホ 固定給油設備には、当該固定給油設備が転倒した場合において当該

固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタ

ノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を

講ずること。 

二 固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール

等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮水素を充塡するために

自動車等が停車する場所、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガ

ス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講

ずること。 

三 火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油

取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危

険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。 

 

参照 

○ 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用について－

平成 27 年 6 月 5 日消防危第 123 号「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の 
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技術上の基準に係る運用上の指針」 
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第 8 自家用給油取扱所の特例基準 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 28 条（自家用給油取扱所の基準の特例） 

１ 危政令第 17 条第 3 項第 6 号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、

専ら給油設備によって給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有

し、管理し、又は占有する自動車等（以下この条において「所有者等の

自動車等」という。）の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う

取扱所及び給油設備によって給油取扱所の所有者等の自動車等に直接給

油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所とす

る。 

一 給油設備からガソリンを当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占

有者が所有し、管理し、若しくは占有する容器（次号において「所有

者等の容器」という。）に詰め替え、又は軽油を当該給油取扱所の所有

者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する車両

に固定された容量 4,000ℓ以下のタンク（容量 2,000ℓを超えるタンクに

あっては、その内部を 2,000ℓ以下ごとに仕切ったものに限る。次号に

おいて「所有者等のタンク」という。）に注入する作業 

二 固定した注油設備から灯油若しくは軽油を当該給油取扱所の所有者等

の容器に詰め替え、又は当該給油取扱所の所有者等のタンクに注入す

る作業 

 

２ 前項の給油取扱所に係る危政令第 17 条第 3 項の規定による同条第 1 項及

び第 2 項に掲げる基準の特例は、次項から第 5 項までに定めるところに

よる。 

 

３ 第 1 項の給油取扱所（次項及び第 5 項に定めるものを除く。）について

は、令第 17 条第 1 項第 2 号（間口及び奥行の長さに係る部分に限る。）

及び同項第 7 号ただし書（簡易タンクを設けることができる地域に関す

る制限に係る部分に限る。）並びに第 24 条の 14 第 1 号の規定は、適用し

ない。 

 

４ 第 1 項の給油取扱所（圧縮天然ガス等を充てんするための設備を設ける

ものに限る。）は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあっては第 27 条

の 3、屋内給油取扱所にあっては第 27 条の 4 の規定に適合しなければな

らない。 
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５ 第一項の給油取扱所（電気を動力源とする自動車等に水素を充てんする

ための設備を設けるものに限る。）は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所

であって、かつ、第 27 条の 5 の規定に適合しなければならない。 

 

留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 持株会社であるＡ社の子会社であるＢ社が自家用給油取扱所の所有者とな

っており、Ｂ社と関連会社（Ｃ社，Ｄ社）や協力会社（Ｅ社）、整備会員

（Ｆ社）との間で、企業間の車両管理及び給油に関する業務委託契約を締

結し、関連会社等の自動車１台ごとにＢ社が給油カードを発行して、Ｂ社

の管理の下に自家用給油取扱所において給油を行うとのことである。ま

た、当該給油取扱所において、不特定の車両への給油は行わないとのこと

であり、持株会社制に移行する前と実態としては変わらないとのことであ

る。このような場合について、Ｂ社の給油取扱所を自家用の給油取扱所と

して認められる。（平成 31 年 4 月 19 日消防危第 81 号「質疑」問 11） 

 

○ キー式計量機 

キー式計量機の設置は、自家用給油取扱所のみ認めることができるもの

とする。（指導） 

 

○ 「土木建設重機等への給油について」(昭和 57 年 5 月 7 日消防危第 56 号「土木

建設重機等への給油について」) 

危政令第 27 条第 6 項第一号イの自動車等とは、土木建設重機（ブルドー

ザー、パワーシャベル等主にキャタピラを有する車両）も含まれる。ま

た、最大数量 2,000ℓ以下の給油ノズル付移動タンク貯蔵所にて、ダム工

屋外給油取扱所 

（危規則第 28 条第 2項） 

屋内給油取扱所 

（危規則第 28 条第 2項） 

屋外給油取扱所 

（危規則第 28 条第 4項） 

屋内給油取扱所 

（危規則第 28 条第 4項） 

屋外給油取扱所 

（危規則第 28 条第 5項） 

圧縮水素充填設備 
設置給油取扱所 

圧縮天然ガス等充填 
設備設置給油取扱所 

自家用給油取扱所 
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事現場内で土木建設重機等（主にキャタピラを有する車両）への直接給

油行為は認められず、指定数量未満のミニローリーでの同様の行為は適

当でない。 

 

○ 「工事現場等の屋外自家用給油取扱所について」（昭和 48 年 11 月 16 日消防予

第 146 号「土木建設重機等への給油について」） 

１ ダム工事現場、大規模な土地造成、土砂採取等（以下「工事現場等」と

いう。）の現場において、給油設備を備えたタンク車両を専用タンクとし

て、工事現場等で使用する重機車両等に給油する取扱所については、当

該場所が火災予防上支障なく、かつ、次の(1)から(7)に適合するとき

は、工事現場等の特殊性にかんがみ、危政令第 17 条第 1 項（第四号を除

く。）の規定について危政令第 23 条を適用し、その設置を認めることが

できる。 

(1) 取り扱う危険物は、軽油又は潤滑油とすること。 

(2) 給油取扱所の周囲（作業車の出入口を除く。）は、さく等により明確に

区画するものとすること。 

(3) 給油取扱所には、第 4 類の危険物の火災に適応する第 4 種及び第 5 種

の消火設備をそれぞれ 1 以上設けること。 

(4) 給油設備は、次のアからクに適合するものであること。 

ア 給油設備を備えた車両は、道路運送車両法第 11 条に定める自動車登

録番号標を有しないものであること。 

イ 給油設備は、車両のシャシフレームに堅固に固定されていること。 

ウ 危険物を収納するタンクの構造及び設備は、危政令第 15 条に定める

移動貯蔵タンクの構造及び設備の基準に適合すること。ただし、潤

滑油を収納する専用のタンクにあっては、厚さ 3.2 ㎜以上の鋼板で

気密に作り、かつ、当該タンクの外面は、さび止めのための塗装を

すれば足りるものとする。 

エ 潤滑油を収納するタンクの配管の先端には、弁を設けること。 

オ 給油のための装置は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造

とするとともに先端に弁を設けた給油ホース及び給油ホースの先端

に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。 

カ 給油のための装置のエンジン（以下「エンジン」という。）及びエン

ジンの排気筒は、危険物を収納するタンクとの間に 0.5ⅿ以上の間

隔を保つこと。 

キ エンジンの排気筒には、引火を防止するための装置を設けること。 

ク 給油設備を備えた車両は、作業車の出入りに支障のない場所に固定
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し、かつ、接地すること。 

２ 工事の進捗に伴い比較的頻繁に給油場所を移動させなければならない場

合、一の給油場所における危険物の取扱いが 10 日以内であって、かつ上

記１の要件に適合する場合は、消防法第 10 条第 1 項ただし書きに規定す

る仮の取扱い（以下「仮取扱い」という。）とするのが適当である。な

お、仮取扱いの承認にあたっては、次のとおりとする。 

(1) 仮取扱いの場所には、周囲の見やすい箇所に、仮取扱いの場所である

旨および仮取扱い承認番号、仮取扱いの期間、取り扱う危険物の類

別、品名、最大数量を記載した掲示板ならびに防火に関し必要な事項

を掲示した掲示板を掲げさせること。 

(2) 危険物の取扱いにあたっては、危険物取扱者が取り扱うか、または危

険物取扱者の立会いのもとに行なわせること。 

 

○ 昭和 48 年 11 月 6 日付け消防予第 146 号の予防課長回答による工事現場等

における自家用給油取扱所で取り扱う危険物として、軽油及び潤滑油とさ

れているが、灯油を使用する重機等があり、灯油の性質等からその取扱い

を認めて差し支えない。（昭和 56 年 9 月 25 日消防危第 120 号「質疑」問 2） 

 

○ 「レンタカーに給油する給油取扱所について」(昭和 55 年 11 月 14 日消防危第

137 号「質疑」) 

給油対象車を設置者が所有し、管理し、または占有するレンタカーと

し、給油設備を簡易タンク 1 基、給油した油の代金はレンタカーを借り

た人から徴収するような取扱いの場合、自家用給油取扱所として取り扱

ってさしつかえない。 

 

○ 「自家用給油取扱所の範囲について」(昭和 58 年 11 月７日消防危第 106 号「質

疑」) 

複数の運送会社でトラック運送事業強打同組合を組織し、この組合に加

入する組合員（法人及び個人）が所有し、管理し、又は占有するトラッ

クに給油するためトラック運送事業協同組合の事業所と同一敷地内に同

組合理事長（組合員の代表）が所有し、管理する給油取扱所を設置し、

給油した代金は組合が月末に各組合員から徴収するものは、設置者が協

同組合理事長（組合員の代表）である場合、当該施設は各組合員の所有

し、管理し、又は占有したものと認め、当給油所を自家用給油取扱所と

して取り扱うことができる。また、各組合員の連名でも設置基準に合致

していれば許可が可能で、この場合は各組合員の所有し、管理し、又は
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所有する施設と解することができる。 

 

参照 

○ 「敷地外に設置した屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクとの接続につい

て」－平成 27 年 4 月 24 日消防危第 91 号「危険物規制事務に関する執務

資料の送付について」 
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第 9 メタノール等及びエタノール等の給油取扱所の特例基準（屋外） 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 28 条の 2（メタノール等及びエタノール等の屋外給油取扱所の特例） 

１ メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る危政令第 17 条第 4 項の規定に

よる同条第 1 項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 

一 削除 

二 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンク

の位置、構造及び設備は、次によること。 

イ 危政令第 17 条第 1 項第 8 号イにおいてその例によるものとされる

危政令第 13 条第 1 項第 13 号の規定にかかわらず、専用タンク又は

その周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知する

ことができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第 2 項

第 1 号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあっては、この限りで

ない。 

ロ 専用タンクの注入口には、弁及び危険物の過剰な注入を自動的に防

止する設備を設けること。 

ハ 専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物

を収容する容量 4 ㎥以上の設備を設けること。 

ニ 危政令第 17 条第 1 項第 8 号イにおいてその例によるものとされる

危政令第 13 条第 3 項の規定は、適用しないこと。 

三 第 4 類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タン

クを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前号

ハ及びニに適合するものであること。 

四 メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンク

の注入口に弁を設けること。 

 

２ エタノールを取り扱う給油取扱所に係る危政令第 17 条第 4 項の規定によ

る同条第 1 項に掲げる基準を超える特例は、前項（第 3 号を除く。）の例

による。 

 

３ 第 4 類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所

に係る危政令第 17 条第 4 項の規定による同条第 1 項に掲げる基準を超え

る特例は、次のとおりとする。 

一 第 4 類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タン

クの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する

容量 4 ㎥以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から
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当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外

の部分に流出するおそれのない場合にあっては、この限りではない 

二 第 23 条の 3 第 2 号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に 4 箇所

以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるもの

にあっては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知

することが困難な場合には、危政令第 17 条第 1 項第 8 号イにおいてそ

の例によるものとされる令第 13 条第 3 項の規定は、適用しない。 

 

※ メタノール等及びエタノール等を取り扱う給油取扱所とは、第 4 類のう

ちメタノール若しくはメタノールを含有するもの（以下「メタノール

等」という。）、または第 4 類のうちエタノール若しくはエタノールを含

有するもの（以下「エタノール等」という。）を自動車燃料タンクに直接

給油するための取扱所である。 

 

留意事項 

○ メタノールを含有する燃料を給油取扱所において取り扱う場合には、メタ

ノールの含有率にかかわらず、位置、構造及び設備が危険物の規制に関す

る政令第１７条第４項に規定する技術上の基準に適合している給油取扱所

において行うこと。（平成 11 年 8 月 3 日消防危第 72 号「メタノールを含有する自

動車用燃料の取扱いについて」） 

 

○ 危政令第 17 条第 4 項に規定するエタノールを含有するものとは、エタノー

ルを含有する第 4 類の危険物の総称であり、平成 20 年 3 月 24 日付け消防

危第 44 号で運用基準を示している E3 についても、エタノールを含有する

ものに含まれるものであること。また、バイオエタノールの一種である

ETBE（エチル―ターシャリ―ブチルエー テル）をガソリンに混合したもの

は、令第 17 条第４項に規定するエタノールを含有するものには含まれない

ものであること。エタノールを含有するもののうち、「揮発油等の品質の確

保等に関する法律（昭和 51 年法律第 88 号）」に規定する規格に適合し、販

売されるものについては、当該法律において揮発油と位置付けられるが、

改正政令及び改正省令により、当該揮発油を取り扱う給油取扱所について

は、危政令第 17 条第 4 項に規定する位置、構造及び設備の技術上の基準が

適用されるものであること。 

ETBE を含有したガソリンを取り扱う給油取扱所に関する運用について 

１ 「揮発油等の品質の確保等に関する法律」の規格に適合し、販売されて

いる ETBE を含有したガソリンについては、第 4 類第 1 石油類（法別表第
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1 備考第 12 号のガソリン）に該当するものであること。 

２ 給油取扱所において ETBE を含有したガソリンの貯蔵・取扱いを行う場合

には、通常のガソリンと同様の技術上の基準によるものとすること。（平

成 20 年 3 月 24 日消防危第 45 号「ETBE を含有したガソリンを取り扱う給油取扱所

に関する運用について」） 

 

参照 

○ 「メタノール等を取り扱う給油取扱所の運用について」－平成 6 年 3 月 25

日消防危第 28 号「メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る規定の運用に

ついて」 

○ 「エタノールを含有するものに関する事項」－平成 24 年 1 月 11 日消防危

第 2 号「エタノール等を取り扱う給油取扱所の技術上の基準に係る運用に

ついて」 
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第 10 メタノール等及びエタノール等の給油取扱所の特例基準（屋内） 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 28 条の 2 の 2（メタノール等及びエタノール等の屋内給油取扱所

の特例） 

１ メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る危政令第 17 条第 4 項の規定に

よる同条第 2 項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 

一 削除 

二 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンク

の位置、構造及び設備は、前条第 2 号ハの規定の例によるほか、次に

よること。 

イ 危政令第 17 条第 2 項第 2 号においてその例によるものとされる危

政令第 13 条第 1 項第 13 号の規定にかかわらず、専用タンク又はそ

の周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知するこ

とができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第 2 項第

1 号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあっては、この限りでな

い。 

ロ 専用タンクの注入口には、弁を設けること。 

ハ 危政令第 17 条第 2 項第 2 号においてその例によるものとされる危

政令第 13 条第 3 項の規定は、適用しないこと。 

三 第 4 類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タン

クを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条

第 2 号ハ及び前号ハに適合するものであること。 

 

２ エタノールを取り扱う給油取扱所に係る危政令第 17 条第 4 項の規定によ

る同条第 2 項に掲げる基準を超える特例は、前項（第 3 号を除く。）の例

による。 

 

３ 第 4 類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所

に係る危政令第 17 条第 4 項の規定による同条第 2 項に掲げる基準を超え

る特例は、次のとおりとする。 

一 第 4 類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タン

クの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する

容量 4 ㎥以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から

当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外

の部分に流出するおそれのない場合にあっては、この限りではない。 

二 危規則第 23 条の 3 第 2 号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に
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4 箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設け

るものにあっては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物

を検知することが困難な場合には、危政令第 17 条第 1 項第 8 号イにお

いてその例によるものとされる危政令第 13 条第 3 項の規定は、適用し

ない。 
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第 11 メタノール等及びエタノール等の給油取扱所の特例基準（圧縮天然ガス等） 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 28 条の 2 の 3（メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等

充てん設備設置給油取扱所の基準の特例） 

１ メタノール等及びエタノール等を取り扱う給油取扱所（圧縮天然ガス等

充塡設備設置給油取扱所、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所及び危規則

第 28 条第 1 項の自家用の給油取扱所に限る。）に係る危政令第 17 条第 4

項の規定による同条第 3 項に掲げる基準を超える特例は、この条の定め

るところによる。 

 

２ 前項の給油取扱所（次項に定めるものを除く。）のうち、メタノール等を

取り扱うものにあっては危規則第 28 条の 2 第 1 項の規定に、エタノール

を取り扱うものにあってては同条第 2 項の規定に、第 4 類の危険物のう

ちエタノールを含有するものを取り扱うものにあっては同条第 3 項の規

定に、それぞれ適合しなければならない。 

 

３ 第 1 項の給油取扱所（屋内給油取扱所に該当するものに限る。）のうち、

メタノール等を取り扱うものにあっては危規則第 28 条の 2 の 2 第 2 項の

規定に、エタノールを取り扱うものにあっては同条第 2 項の規定に、第

4 類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあって

は同条第 3 項の規定に、それぞれ適合しなければならない。 

留意事項 

○ 形態による区分 
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（危規則第 28 条の 2の 3第 2項） 
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第 12 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の特例基準（屋外） 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 28 条の 2 の 4（顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所） 

危政令第 17 条第 5 項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動

車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に

詰め替えさせることができる給油取扱所である。 

 

○ 危規則第 28 条の 2 の 5（顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例） 

前条の給油取扱所に係る危政令第 17 条第 5 項の規定による同条第 1 項に

掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 

一 顧客に自ら給油等させる給油取扱所には、当該給油取扱所に進入する

際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所で

ある旨を表示すること。 

二 顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備（以下「顧客用

固定給油設備」という。）の構造及び設備は、次によること。 

イ 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けるこ

と。 

ロ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設け

る顧客用固定給油設備は、次によること。 

(1) 給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開

閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置を一旦閉鎖し

なければ給油を開始することができない構造のものとすること。 

(2) 給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給

油を自動的に停止する構造のものとすること。 

(3) 引火点が 40℃未満の危険物を取り扱うホース機器にあっては、自

動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を

回収する装置を設けること。 

ハ 引火点が 40℃未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体

に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとす

ること。ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を

設けた顧客用固定給油設備については、この限りでない。 

ニ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を

自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タン

ク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散し

ないための措置を講ずること。 

ホ 危規則第 25 条の 2 第 2 号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、
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著しい引張力が加わったときに安全に分離するととともに、分離し

た部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものと

すること。 

ヘ ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造

とすること。 

ト １回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる

構造のものとすること。 

チ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のも

のとすること。 

三 顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備

（以下「顧客用固定注油設備」という。）の構造及び設備は、次による

こと。 

イ 注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備え

た注油ノズル（非ラッチオープンノズル）を設けること。 

ロ 注油ノズルは、容器が満量となったときに危険物の注入を自動的に

停止する構造のものとすること。 

ハ 1 回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる

構造のものとすること。 

ニ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のも

のとすること。 

四 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措

置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれ

のない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンク

が設置される場合にあっては、この限りでない。 

イ 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の

衝突を防止するための措置を講ずること。 

ロ 固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注

油設備（ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定

給油設備及び固定注油設備にあっては、ホース機器。以下この号に

おいて同じ。）が転倒した場合において当該固定給油設備及び固定

注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの

拡散を防止するための措置を講ずること。 

五 固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるとこ

ろにより必要な事項を表示すること。 

イ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が

自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら
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危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見

やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の

停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。 

ロ 危規則第 25 条の 3 の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び

顧客用固定注油設備にあっては、その給油ホース等の直近その他の

見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示

すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の左

覧に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定め

る文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他

危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合に

は、それぞれ同表の右欄に定める色とすること。 

 

取り扱う危険物の種類 文字 色 

自動車ガソリン（日本産業規格Ｋ2202「自

動車ガソリン」に規定するもののうち 1 号

に限る。） 

「ハイオクガソリン」

又は「ハイオク」 
黄 

自動車ガソリン（日本産業規格Ｋ2202「自

動車ガソリン」に規定するもののうち 1 号

（E）に限る。） 

「ハイオクガソリン

（E）」又は「ハイオク

（E）」 

ピンク 

自動車ガソリン（日本産業規格Ｋ2202「自

動車ガソリン」に規定するもののうち 2 号

に限る。） 

「レギュラーガソリ

ン」又は「レギュラー」 
赤 

自動車ガソリン（日本産業規格Ｋ2202「自

動車ガソリン」に規定するもののうち 2 号

（Ｅ）に限る。） 

「レギュラーガソリ

ン（Ｅ）」又は「レギュ

ラー（Ｅ）」 

紫 

軽油 「軽油」 緑 

灯油 「灯油」 青 

ハ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又

は固定注油設備を設置する場合にあっては、顧客が自ら用いること

ができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所

に表示すること。 

六 顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業（以下「顧客の給油

作業等」という。）を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指

示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設ける

こと。 
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イ 制御卓は、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油設備及び

顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置

すること。ただし、給油取扱所内で、かつ、全ての顧客用固定給油

設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を監視設備により視

認できる位置に制御卓を設置する場合にあっては、この限りでな

い。 

ロ 給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び固定注油設備の使

用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのあ

る部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監

視設備を設けること。 

ハ 制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び固定注油設備のホ

ース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置

を設けること。 

ニ 制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる

箇所に、すべての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への

危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。 

ホ 制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとと

もに、給油取扱所内のすべての顧客に対し必要な指示を行うための

放送機器を設けること。 

七 顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器を設ける場合に

あっては、次に定めるところによること。 

イ 可搬式の制御機器には、前号ハに規定する制御装置を設けること。 

ロ 可搬式の制御機器には、前号二に規定する制御装置を設けること。 

 

留意事項 

○ 「自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客が

危険物が飛散しないための措置」とは、スプラッシュガード（ガソリン等

が吹きこぼれても人体にかかるのを防ぐためのつば状の部品）を設置する

こと等が挙げられる。（平成 19 年 3 月 16 日「消防危第 61 号顧客に自ら給油等を

させる給油取扱所における給油時の安全対策について」） 

 

○ 放送機器の機能を有する既設の有線放送設備を顧客の給油作業等について

必要な指示を行う放送機器として用いることができる。ただし、当該機器

は、有線放送よりも指示の放送が優先されるものであること。（平成 10 年 10

月 13 日消防危第 90 号「質疑」問 9） 
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○ 給油許可（危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にする

こと）を行うことができる場所の範囲は、各給油取扱所のレイアウト等を

考慮の上、従業者が適切に監視等を行うことができる範囲となるよう設定

することが適当であるため、位置に応じて当該機器の給油許可機能を適切

に作動させ、又は停止させるためのビーコン等の機器を配置すること。（令

和 2 年 3 月 27 日消防危第 87 号「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬

式の制御機器の使用に係る運用について」） 

 

○ 給油停止機能は、火災その他災害に際して速やかに作動させること等が必

要であることから、給油許可を行うことができる範囲を含め、給油空地、

注油空地及びその周辺の屋外において作動させることができるようにする

こと。（令和 2 年 3 月 27 日消防危第 87 号「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に

おける可搬式の制御機器の使用に係る運用について」） 

 

○ 一斉停止機能は、火災その他災害に際して速やかに作動させること等が必

要であることから、給油許可を行うことができる範囲を含め、給油空地、

注油空地及びその周辺の屋外において作動させることができるようにする

こと。（令和 2 年 3 月 27 日消防危第 87 号「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に

おける可搬式の制御機器の使用に係る運用について」） 

 

○ 給油許可等を行う場合の顧客の給油作業等の監視は、固定給油設備や給油

空地等の近傍から行うこと。（令和 2 年 3 月 27 日消防危第 87 号「顧客に自ら給

油等をさせる給油取扱所における可搬式の制御機器の使用に係る運用について」） 

 

参照 

○ 「顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の位置、構造及び設備の技術

上の基準」－平成 10 年 3 月 13 日消防危第 25 号「顧客に自ら給油等をさせ

る給油取扱所に係る運用について」 

○ 「給油時の安全対策」－平成 19 年 3 月 16 日消防危第 61 号「顧客に自ら給

油当をさせる給油取扱所における給油時の安全対策について」 
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第 13 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の特例基準（屋内） 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 28 条の 2 の 6（顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例） 

危規則第 28 条の 2 の 4 の給油取扱所に係る危政令第 17 条第 5 項の規定

による同条第 2 項に掲げる基準を超える特例は、危規則第 28 条の 2 の 5

（第 4 号中簡易タンクに係る部分を除く）の規定の例によるものとす

る。 
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第 14 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の特例基準（圧縮天然ガス等） 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 28 条の 2 の 7（顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充填設

備設置給油取扱所の特例） 

１ 危規則第 28 条の 2 の 4 の給油取扱所（圧縮天然ガス等充塡設備設置給油

取扱所、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所及び危規則第 28 条第 1 項の自

家用の給油取扱所に該当するものに限る。）に係る危政令第 17 条第 5 項

の規定による同条第 3 項に掲げる基準を超える特例は、この条の定める

ところによる。 

 

２ 前項の給油取扱所（次項から第 5 項までに定めるものを除く。）は、危規

則第 28 条の 2 の 5（圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所及び圧縮水

素充塡設備設置給油取扱所にあっては、第 4 号イを除く。）の規定に適合

しなければならない。 

 

３ 第 1 項の給油取扱所（屋内給油取扱所に該当するものに限り、第 5 項に

定めるものを除く。）は、前条（圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所

にあっては、同条においてその例によるものとされる第 28 条の 2 の 5 第

4 号イを除く。）の規定に適合しなければならない。 

 

４ 第 1 項の給油取扱所（圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス

配管を給油空地に設置するもの（次項に定めるものを除く。））は、第 28

条の 2 の 5（同条第 4 号イのほか、固定給油設備（ガソリン、メタノー

ル等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース及び配管に限

る。以下この項及び次項において同じ。）にあっては、同条第 2 号イ、ロ

(2)、ニ（顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。）及

びホ（手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設

ける固定給油設備を設置する場合に限る。）を除く。）の規定に適合しな

ければならない。 

 

５ 第 1 項の給油取扱所（圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス

配管を給油空地に設置するもの（屋内給油取扱所に該当するものに限

る。））は、前条（同条においてその例によるものとされる第 28 条の 2 の

5 第 4 号イのほか、固定給油設備にあっては、前条においてその例によ

るものとされる第 28 条の 2 の 5 第 2 号イ、ロ(2)、ニ（顧客に危険物が

飛散しないための措置に係る部分を除く。）及びホ（手動開閉装置を開放
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状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置す

る場合に限る。）を除く。）の規定に適合しなければならない。 
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第 15 顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所の特例基準（圧縮天然ガス等） 

根拠条文 危規則 

○ 危規則第 28 条の 2 の 8（顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取

扱所の特例） 

１ 危規則第 28 条の 2 の 4 の給油取扱所（エタノール等を取り扱う給油取扱

所に限る。）に係る危政令第 17 条第 5 項の規定による同条第 4 項に掲げ

る基準を超える特例は、この条の定めるところによる。 

 

２ 前項の給油取扱所（次項及び第 4 項に定めるものを除く。）は、危規則第

28 条の 2 の 5 の規定に適合しなければならない。 

 

３ 第 1 項の給油取扱所（屋内給油取扱所に該当するもの（次項に定めるも

のを除く。）に限る。）は、危規則第 28 条の 2 の 6 の規定に適合しなけれ

ばならない。 

 

４ 第 1 項の給油取扱所（圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮

水素充てん設備設置給油取扱所及び第 28 条第 1 項の自家用の給油取扱所

に該当するものに限る。）は、前条の規定に適合しなければならない。 


